
療養費改定説明会
▶ 令和6年度 療養費改定のポイントと10月

から対応が必要な内容
▶ オンライン資格確認について



柔整療養費改定



令和６年度 柔整療養費改定ポイント

令和６年６月～
料金の改定

令和６年１０月～
明細書交付義務化対象の拡大
⾧期・頻回に伴う逓減率の変更
患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加



柔整料金改定（６月～）
初検料 １,５２０円 １,５５０円

電療料 ３０円 ３３円

料金改定（10月～）
明細書発行体制加算（月1回）

１３円 １０円



明細書発行義務化について



柔整



明細書発行体制加算の範囲拡大（１０月～）

レセコンあり

柔整

令和６年１０月～

常勤職員3名以上レセコンあり

これまで

届出必要

届出不要

☝ 義務化要件が変更になった



明細書の発行方法 柔整
☝ 原則毎回発行すること

月まとめの領収証兼明細書日ごとの領収証兼明細書

患者から依頼をうけた場合のみ

о



柔整

 明細書を無償で交付する旨
を施術所内に掲示する。

明細書発行体制加算の認識

全柔協ホームページより
ダウンロードできます



⾧期逓減の改定について



柔整
☝ ⾧期逓減の引き下げ、⾧期頻回逓減が追加された

⾧期逓減の改定（１０月～）

▶⾧期逓減率の引き下げ
８０％ → ７５％

▶⾧期頻回逓減の追加
ひと月１０回以上の施術を５ヶ月連続で行った
場合、翌月から５０％の逓減



⾧期逓減の改定（１０月～）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

施術回数 8 12 10 13 11 11

逓減率
（％） 0 0 0 0 0 75

⾧期逓減の数え方
例）１月５日初検の場合

⾧期頻回逓減対象

10回以上5か月連続

柔整

７月 ８月

7 ５

50 50

１ ２ ３ ４ ５



柔整患者ごとに償還払いに変更できる事例

① 自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費の請求が
行われた柔道整復師である患者

② 自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連
施術所の開設者及び従業員に対する施術）を繰り返し受けている患者

③ 保険者等が、患者照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返
し行っても、回答しない患者

④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

⑤ ⾧期かつ頻回な施術をうけている患者
（⾧期頻回逓減５０％の患者）

【
追
加
】



柔整
柔整のレセプト用紙について

レセプト用紙の様式変更に伴
い現行の用紙を取り繕って請
求します。
摘要欄に10回以上の継続月数を記載

レセコンで自動印字します



柔整レセコン操作



柔整レセコンについて

バージョンアップＣＤを９月中にお
届けいたします

バージョンアップすると１０月より明細書発
行体制加算を自動算定
バージョンアップのかけ忘れがあると返戻の対象となりま
すのでご注意ください。



明細書発行方法 柔整



柔整明細書発行方法



柔整明細書発行方法



明細書の月まとめ、不要設定 柔整



柔整明細書の月まとめ、不要設定



柔整
明細書の月まとめ、不要設定



明細書の月まとめ印刷方法 柔整



柔整
明細書の月まとめ印刷方法



柔整月まとめ明細書



⾧期頻回施術のおしらせ機能 柔整



柔整⾧期頻回施術のおしらせ機能



柔整、重要ポイント

明細書を毎回発行
明細書発行のお知らせを施術所に掲示
現在は、柔整レセプト用紙の変更はござい

ません
バージョンアップを行う

柔整



Ｑ＆Ａ



柔整質疑応答
Ｑ.明細書は絶対出さないといけない?

Ａ.必ず発行しなければいけません
厚労省の通知により、明細書を発行するレセコンを使用
する施術所は明細書を発行することが義務付けられまし
た。患者さんから不要の申し出がない限り、必ず明細書
を発行しなければなりません。

柔整



柔整質疑応答



あはき療養費改定



令和６年度 あはき療養費改定ポイント
令和６年６月～
 料金の改定

令和６年１０月～
 往療料の見直し、距離加算の廃止
 訪問施術料の新設
 特別地域加算の新設
 往療内訳表の廃止



はり
きゅう

はり・きゅう料金改定（６月～）

初検料
１術（はり又はきゅういずれか一方） １,７８０円 １,９５０円
２術（はり、きゅう併用） １,８６０円 ２,２３０円

施術料
１術（はり又はきゅういずれか一方） １,５５０円 １,６１０円
２術（はり、きゅう併用） １,６１０円 １,７７０円

電療料
1回につき ３４円 １００円



あんまマッサージ料金改定（６月～）

マッサージ

１局所 ３５０円 ４５０円

２局所 ７００円 ９００円

３局所 １,０５０円 １,３５０円

４局所 １,４００円 １,８００円

５局所 １,７５０円 ２,２５０円

あんま
マッサージ

罨法料

温罨法料 １２５円 １８０円

温罨法＋電療料 １６０円 ３００円

変形徒手矯正術

1肢１回につき ４５０円 ４７０円



往療料の概念が変わる
訪問施術制度の導入!



定期的ないし計画的に訪問

往療料と訪問施術料の区別（１０月～）

突発的な往療

訪問施術料（新設）往療料

あはき

往療料

ＳＯＳ



・往療料 ＝ 2,300円
・4ｋｍ超 ＝ 2,550円

あはき往療料の見直し、距離加算廃止（１０月～）

◆ 10月～
・往療料（突発的な往療）

＝ 2,300円

◆ 現行



突発的な往療となる事例

施術所に通院している患者

同意を受けている傷病の悪化や転倒によ
る捻挫や骨折などにより、歩行困難など独歩に
よる公共交通機関を使用した通院が困難となった
場合。

はり・きゅう



突発的な往療となる事例 はり・きゅう

通院している患者 神経痛の悪化で歩行困難

来てほしい

往療にうかがった



突発的な往療となる事例

施術所に通院している患者

転倒による捻挫や骨折などにより、歩行困難な
ど独歩による公共交通機関を使用した通院が困難と
なった場合。

※往療を必要とする新たな同意書が必要

マッサージ



突発的な往療となる事例

通院している患者 捻挫などにより歩行困難

マッサージ



突発的な往療となる事例

往療に伺う往療を要する同意書取得 患者より依頼をうける往療にうかがう

マッサージ



医師との連携が必要
レセプト摘要欄に連携した医師の名前、医療機関名、連携した日
の記載が必要となる。

あはきその他、往療料に関する規程

往療料算定の翌日から１４日間
は往療料を算定できません



はり・きゅう訪問施術料の新設

１術 ２術

訪問施術料１
（１人） ３,９１０円 ４,０７０円

訪問施術料２
（２人） ２,７６０円 ２,９２０円

訪問施術料３
（３～９人） ２,０７０円 ２,２３０円

訪問施術料３
（１０人以上） １,７６０円 １,９２０円

☝ 同じ日、同じ建物の施術人数に応じて金額が変わる



マッサージ訪問施術料の料金表

１局所 ２局所 ３局所 ４局所 ５局所

訪問施術料１
（１人） ２,７５０円 ３,２００円 ３,６５０円 ４,１００円 ４,５５０円

訪問施術料２
（２人） １,６００円 ２,０５０円 ２,５００円 ２,９５０円 ３,４００円

訪問施術料３
（３～９人） ９１０円 １,３６０円 １,８１０円 ２,２６０円 ２,７１０円

訪問施術料３
（１０人以上） ６００円 １,０５０円 １,５００円 １,９５０円 ２,４００円

☝ 同じ日、同じ建物の施術人数に応じて金額が変わる



特別地域加算について



対象: 離島・中山間地域等
料金: 1回につき 250円
※ 片道１６キロを超える場合は絶対的な理由が必要

あはき特別地域加算の新設
☝ 離島や中山間地の往療に係る施術料や訪問施術料に加算

対象地域一覧

① 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

② 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域

③ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域

④ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

⑤ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

⑥ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島



あはき往療内訳表の廃止

令和６年１０月施術分より
往療内訳表の提出
は不要です。



あはきレセプト用紙の変更（厚労省より要請）

令和６年１０月施術分
より鍼灸・マッサージ
のレセプト用紙が変更
になります。

※令和６年９月施術分までは旧
様式で請求してください。

大幅な様式変更のため、取り繕いできません



あはき、重要ポイント
これまでの定期的・計画的な往療は“訪問施術

料”に変更
往療料は医師と連携がセット
９月までは旧レセプト用紙、１０月からは新

レセプト用紙
往療内訳表は１０月から不要
バージョンアップを行う

あはき



Ｑ＆Ａ



Ｑ.夫婦一緒に訪問施術した場合は、どう
計算するのか?

Ａ. 訪問施術料２で算定してください。
同じ日、同じ建物でご夫婦の訪問施術を行った場合、
訪問施術料の人数は２人です。
2人の場合は、訪問施術料２の料金で算定してください。

あはき



Ｑ.団地などの集合住宅での訪問施術料は、
どう計算するのか?

Ａ. 棟が違えば、別々に計算します。
同じ日、同じ団地内で複数の訪問施術を行ったとしても
棟が違う場合は、訪問施術料の人数は別々に数えます。
例）同じ日にＡ棟で訪問施術１人。Ｂ棟で訪問施術１人

だった場合。
Ａ棟:訪問施術料１（１人）
Ｂ棟:訪問施術料１（１人）

あはき



あはき質疑応答



オンライン資格確認



オンライン資格確認スタート!
柔整、あはきは「2024年4月」運用スタート

「2024年12月」から完全義務化!



オンライン資格の端末選択

☝ 端末は３種類。インターネット接続が必要です。

パソコン（レセコン）
＋有線カードリーダー

Windows１０（６４bit）
Windows１１

スマートフォン
マイナンバーカードの読み取
り機能に対応していれば、
カードリーダーは不要

タブレット
＋Bluetoothカードリーダー



施術所での活用イメージ

往療先での活用イメージ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

オンライン資格確認
システム

患者
データ

ＰＣ or スマホ or タブレット

スマホ or タブレット



③ ユーザー設定情報の印刷

① ユーザー登録

② 利用開始申請

オンライン資格確認手続きの流れ

２

１

３



④ カードリーダーの接続

オンライン資格確認手続きの流れ

５

５

⑤ アプリのダウンロード

セラピにて
販売中

SONY製カードリーダー
5,500円

アプリストア開く

アプリダウンロード



⑥ アプリの初期設定

入力



⑦ 運用開始

➇ 補助金申請／上限４.１万円

オンライン資格確認手続きの流れ

８

補助金対象機器



全柔協HP「導入サポートページ」

↑このアイコンをクリック!!



オンライン資格確認の現状（2024年9月現在）

マイナンバーカードを読取端末にかざす
保険証情報を表示 ⇨ レセコンに内容を入力

手入力

インター
ネット必須



API



保険証の期限

マイナ保険証を申請済の方
 １２月２日より新規での保険証は発行されません
 現在の保険証は最⾧で１年間有効ですが、１年よりも

前に有効期限が切れるものはその有効期限まで

マイナンバーカードを持っていない方
（マイナ保険証を申請していない方）
 資格確認書が発行されます（最⾧５年間有効）





Ｑ＆Ａ



Ｑ.登録記号番号が分かりません。
どこで分かりますか?

Ａ. レセコンで確認できます。
F5 →

F3 →



Ｑ.マイナ保険証を持ってない患者さん
にはどうしたらいいですか?

12/2以降、どちらもお持ちでない場合は患者さんが保険者
に依頼し、資格確認書を発行してもらう必要があります。

Ａ. 有効な保険証または資格確認書で確認して
ください



Ｑ.レセコンをインターネットにつないで
いいのか?

Ａ.これまで情報漏えいの観点からネット接続は推奨していませ
んでした。しかし昨今では、オンライン資格確認も始まりイ
ンターネットが必須となって参りました。全柔協として
も、ネット変更へと対応を変更させていただ
いております。セキュリティソフトを必ず入
れていただくようお願いします。



Ｑ.

Ａ.解像度を変更してください



1280×720



オンライン資格確認
質疑応答





Q A



療養費改定説明会
本日はご参加いただきましてありがとうございます。

《参加者へのお願い》
アンケートのご記入をお願いします。
(みなさまの声をお聞かせください)


